
14広報とびしま／2022年9月

information

農
地
中
間
管
理
事
業
と
は
、
農
地
中

間
管
理
機
構
が
農
地
の
出
し
手
か
ら
農

地
を
借
り
受
け
、
ま
と
ま
り
の
あ
る
形

で
利
用
で
き
る
よ
う
配
慮
し
、
農
業
経

営
の
効
率
化
や
規
模
拡
大
を
図
る
担
い

手
へ
貸
し
付
け
る
制
度
で
す
。

「
高
齢
で
農
作
業
が
で
き
な
い
」「
農

業
を
続
け
る
後
継
者
が
い
な
い
」「
農
地

を
相
続
し
た
が
農
業
は
で
き
な
い
」と

い
う
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、
農
地
管
理

の
方
法
の
一
つ
と
し
て
ご
検
討
く
だ
さ

い
。申

込
み
は
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す

の
で
、
農
地
の
貸
し
付
け
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
開
発
部
経
済
課
ま
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
な
お
、
農
地
の
貸
し
付
け

に
は
条
件
が
あ
り
、
ご
希
望
ど
お
り
貸

し
付
け
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

●
賃
料
等

　

1
反
あ
た
り
、
米
の
当
年
産
仮
渡
金

1
俵
分
相
当
が
賃
料
と
し
て
農
地
の

所
有
者
に
支
払
わ
れ
ま
す
。

※
賃
料
は
飛
島
村
農
地
賃
借
料
検
討
協

議
会
に
て
決
定
さ
れ
ま
す
。

●
問
合
せ
先

　

開
発
部
経
済
課　

農
地
の
貸
付
希
望
者
を
募
集
し

ま
す
～
農
地
中
間
管
理
事
業
～

 令和３・４年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別 
給付金の申請期限が近づいています

本給付金の申請期限が近づいています。 
申請がお済みではない方は、期限までに手続きをお願いします。

　申請期限：９月３0日（金）　
●支給手続き

　・世帯全ての方が、令和3年度あるいは令和４年度住民税均等割が非課税の世帯

　　➡確認書を送付しています。必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて返送してください。

　■下記対象者については、申請が必要です。

　・住民税未申告の方がいる世帯

　・令和3年1月2日以降に転入した方がいる世帯

　・�新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税均等割非課税相当

となった世帯

　※�すでに本給付金を受給した方、住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成されて

いる世帯は除く

●本給付金に関する問合せ

　内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター

　受付時間　午前9時～午後８時（土曜・日曜および祝日、12月29日～1月3日は除く）

　フリーダイヤル　☎0120-526-1４5

� ●受付窓口　すこやかセンター内福祉課
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活気・魅力・人づくりの村

　

ま
た
は
村
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

・
領
収
書
の
写
し（
保
護
者
が
ま
と
め

て
申
請
す
る
場
合
は
お
子
さ
ま
ご
と

に
領
収
書
が
必
要
で
す
）

・
生
年
月
日
を
証
明
す
る
も
の

・
自
転
車
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
安
全

承
認
適
合
が
わ
か
る
も
の（
自
転
車

乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
現
物
提
示
で

も
可
）

・
納
税
証
明
書
ま
た
は
村
税
納
付
状
況

を
税
務
職
員
以
外
の
村
職
員
が
調
査

す
る
こ
と
に
同
意
す
る
文
書

・
そ
の
他
村
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類

●
申
請
期
限　

　

令
和
５
年
３
月
31
日（
金
）

※
自
転
車
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
購
入

し
た
年
度
末
ま
で
に
申
請
を
お
願
い

し
ま
す
。

●
問
合
せ
先　

　

開
発
部
建
設
課

本
村
で
は
、
転
倒
や
交
通
事
故
の
際

に
頭
部
を
保
護
す
る
自
転
車
乗
車
用
ヘ

ル
メ
ッ
ト
の
着
用
を
促
進
す
る
た
め
、

自
転
車
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
購
入
す

る
場
合
に
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
次
の

と
お
り
助
成
し
て
い
ま
す
。

●
対
象
者

　

村
内
に
住
所
を
有
す
る
７
歳
か
ら
18

歳
ま
で
の
方
お
よ
び
65
歳
以
上
の
方

（
補
助
申
請
年
度
末
に
当
該
年
齢
に

到
達
す
る
方
を
含
む
）

●
対
象
と
な
る
ヘ
ル
メ
ッ
ト

　

令
和
４
年
４
月
以
降
に
購
入
し
た
新

品
の
自
転
車
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
で

あ
り
、
Ｓ
Ｇ
マ
ー
ク
、
Ｊ
Ｃ
Ｆ
マ
ー

ク
、
Ｃ
Ｅ
マ
ー
ク
な
ど
安
全
性
の
承

認
を
受
け
た
も
の

●
補
助
率
等

・
購
入
金
額
の
２
分
の
1
の
額
ま
た
は

２
，０
０
０
円
の
い
ず
れ
か
低
い
額

（
そ
の
額
に
１
０
０
円
未
満
の
端
数

が
あ
る
場
合
は
切
り
捨
て
）

・
1
人
に
つ
き
1
個（
回
）限
り

●
必
要
書
類

・
補
助
申
請
書

　

開
発
部
建
設
課
で
配
布
し
ま
す
。

自
転
車
乗
車
用

ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
費
補
助
金

日
本
年
金
機
構
よ
り
９
月
初
旬
頃
か

ら
、
請
求
可
能
な
旨
の
お
知
ら
せ
を

送
付
し
ま
す
。

　

同
封
の
ハ
ガ
キ（
年
金
生
活
者
支
援

給
付
金
請
求
書
）に
記
入
し
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
令
和
５
年
1
月
４
日

ま
で
に
請
求
手
続
き
が
完
了
し
ま
す

と
、
令
和
４
年
10
月
分
か
ら
さ
か
の

ぼ
っ
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
こ
れ
か
ら
年
金
を
受
給
し
始
め
る
方

　

年
金
の
請
求
手
続
き
と
併
せ
て
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
を

装
っ
た
不
審
な
電
話
や
案
内
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　

日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
か
ら
、

電
話
で
皆
さ
ま
の
家
族
構
成
や
金
融

機
関
の
口
座
番
号
・
暗
証
番
号
を
お

聞
き
し
た
り
、
手
数
料
な
ど
の
金
銭

を
求
め
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。

●
問
合
せ
先

　

給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０

－

０
５

－

４
０
９
２

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公
的

年
金
等
の
収
入
や
そ
の
他
の
所
得
額
が

一
定
基
準
額
以
下
の
年
金
受
給
者
を
支

援
す
る
た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て

支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

受
け
取
り
に
は
請
求
書
の
提
出
が
必

要
で
す
。

ご
案
内
や
事
務
手
続
き
は
、
日
本
年

金
機
構（
年
金
事
務
所
）が
実
施
し
ま
す
。

●
対

象

■
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

　

次
の
要
件
を
全
て
満
た
し
て
い
る
方

・
65
歳
以
上
で
あ
る

・
世
帯
全
員
の
市
町
村
民
税
が
非
課
税

と
な
っ
て
い
る

・
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所
得
額
の
合

計
が
約
88
万
円
以
下
で
あ
る

■
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を

受
給
し
て
い
る
方

　

前
年
の
所
得
額
が
約
４
７
２
万
円
以

下
で
あ
る

●
請
求
手
続
き

①
既
に
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
で
、

新
た
に
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
を

お
受
け
取
り
い
た
だ
け
る
方

　

お
受
け
取
り
の
対
象
と
な
る
方
に
は
、

年
金
生
活
者
支
援

給
付
金
制
度
に
つ
い
て
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@
snsjinkensoudan

●
電
話
相
談

　

み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

　

☎
０
５
７
０

－

０
０
３

－
１
１
０

　

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　

☎
０
１
２
０

－
０
０
７

－

１
１
０

（
通
話
料
無
料
）

　

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　

☎
０
５
７
０

－

０
７
０

－

８
１
０

●
窓
口
相
談
・
問
合
せ
先

　

名
古
屋
法
務
局　

津
島
支
局

　

津
島
市
西
柳
原
町
３
丁
目
10

　

☎
２
６

－

２
４
２
３

●
飛
島
村
人
権
擁
護
委
員
に
つ
い
て

　

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
内
福
祉
課

　

☎ 

５
２

－

０
１
１
９

■
巡
回
相
談（
要
予
約
）

毎
月
第
２
火
曜
日
、
相
談
員
が
相
談

会
場
に
出
向
い
て
相
談（
無
料
）を
お
受

け
し
ま
す
。

海
部
南
部
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
の

成
年
後
見
支
援
に
つ
い
て

■
あ
な
た
の
街
の
相
談
パ
ー
ト
ナ
ー　

人
権
擁
護
委
員

人
権
擁
護
委
員
は
、
市
町
村
長
か
ら

の
推
薦
を
受
け
て
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱

さ
れ
た
民
間
の
方
々
で
す
。
現
在
、
約

1
万
４
０
０
０
人
の
人
権
擁
護
委
員
が

全
国
の
市
区
町
村
に
配
置
さ
れ
て
い
ま

す
。
人
権
に
つ
い
て
関
心
を
も
っ
て
も

ら
え
る
よ
う
な
啓
発
活
動
や
地
域
の
皆

さ
ま
か
ら
人
権
相
談
を
受
け
、
問
題
解

決
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。
ひ
と

り
で
悩
ま
ず
、
人
権
擁
護
委
員
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

■
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
じ
ん
け
ん
相
談
＠
名
古
屋

法
務
局

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
相
談
で
き
る
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

じ
ん
け
ん
相
談
＠
名
古
屋
法
務
局
を
実

施
し
て
い
ま
す
。（
午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時
15
分　

土
曜
・
日
曜
お
よ
び

祝
日
除
く
）

二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式

ア
カ
ウ
ン
ト「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
人
権
相
談
」を
友

達
登
録
し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
人
権
擁
護
委
員
制
度

お
よ
び
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る

人
権
相
談
に
つ
い
て

●
問
合
せ
先

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
海
部
南
部
権
利
擁
護
セ

ン
タ
ー

　

☎
６
９

－

８
１
８
１

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
６
９

－

８
１
８
０

災
害
時
に
お
け
る
連
携
強
化
の
た
め
、

海
部
南
部
消
防
組
合
と
名
古
屋
市
消
防

航
空
隊
の
合
同
訓
練
を
実
施
し
ま
す
。

訓
練
場
所
周
辺
に
は
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

に
よ
る
騒
音
や
強
風
が
発
生
す
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け

し
ま
す
が
、
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

●
日

時　

 

９
月
1４
日(

水)

　

午
前
９
時
～
11
時
30
分

●
場

所

　

大
宝
一
時
避
難
所

●
問
合
せ
先

　

海
部
南
部
消
防
組
合

　

☎
５
２

－

０
１
１
９

名
古
屋
市
消
防
航
空
隊
と

合
同
訓
練
を
実
施
し
ま
す

な
お
、
相
談
に
は
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

●
日

時

　

９
月
13
日（
火
）

①
午
後
1
時
30
分
～
２
時
20
分

②
午
後
２
時
30
分
～
３
時
20
分

③
午
後
３
時
30
分
～
４
時
20
分

●
場

所　

　

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー

■
弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談（
要
予
約
）

毎
月
第
３
木
曜
日
、
権
利
擁
護
や
成

年
後
見
に
関
す
る
相
談（
無
料
）を
お
受

け
し
ま
す
。

な
お
、
相
談
に
は
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

●
日

時

　

９
月
15
日（
木
）

①
午
後
1
時
～
1
時
50
分

②
午
後
２
時
～
２
時
50
分

③
午
後
３
時
～
３
時
50
分

●
場

所

　

海
部
南
部
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー

■
共
通
事
項 

●
参
加
費　
無
料

●
受
付
時
間　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

（
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
お
よ
び
年
末

年
始
を
除
く
）

　

手
話
通
訳
・
要
約
筆
記
な
ど
障
が
い

の
た
め
配
慮
が
必
要
な
方
は
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。
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●
会

場

　

弥
富
市
総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー

　

弥
富
市
前
ケ
須
町
野
方
８
０
２
番
地

20
●
定

員

　

１
０
０
名（
事
前
予
約
が
必
要
で
す
）

●
対

象

　

ど
な
た
で
も
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。

●
参
加
費　
無
料

●
申
込
方
法

　

電
話
ま
た
は
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
お

申
込
み
く
だ
さ
い
。

●
申
込
締
切

　

10
月
７
日（
金
）

※
開
催
当
日
、
緊
急
事
態
宣
言
ま
た
は

天
候
悪
化
で
警
報
が
発
令
さ
れ
た
場

合
は
、
12
月
18
日（
日
）に
延
期
と
な

り
ま
す
。

●
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

海
部
医
療
圏
在
宅
医
療
・
介
護
連
携

支
援
セ
ン
タ
ー（
あ
ま
さ
ぽ
）

　

☎
５
８

－

５
９
８
９

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

　
（
土
曜
・
日
曜
お
よ
び
祝
日
を
除
く
）

●
講
演
テ
ー
マ

　

Ａ
Ｃ
Ｐ（
人
生
会
議
）を
知
っ
て
い
ま

す
か
？
～
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
選

択
し
ま
し
ょ
う
～

●
内

容

　

命
の
危
機
が
迫
っ
た
状
態
に
な
る
と
、

７
割
の
方
が
自
分
の
治
療
や
ケ
ア
に

お
け
る
望
み
を
伝
え
ら
れ
な
く
な
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

も
し
も
の
時
に
、
あ
な
た
や
あ
な
た

の
大
切
な
方
が
後
悔
し
な
い
、
さ
せ

な
い
た
め
に
も
話
し
合
い
を
始
め
て

み
ま
せ
ん
か
。

●
講

師

　

山
本　

有
厳　

医
師

　
（
山
本
医
院
）

　

森　

香
津
子　

看
護
師

　
（
津
島
市
民
病
院
）

　

青
木　

ひ
ふ
み　

看
護
師

　
（
海
南
病
院
）

●
日

時

　

10
月
16
日（
日
）

　

午
後
２
時
～
３
時
30
分（
受
付
開

始
：
午
後
1
時
30
分
～
）

在
宅
医
療
・
介
護
連
携

推
進
事
業
地
域
住
民

普
及
啓
発
講
演
会

●
定

員

　

50
名

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
状
況

に
よ
っ
て
、
人
数
を
制
限
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

●
参
加
費　
無
料

●
申
込
方
法

　

電
話
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

※
定
員
に
な
り
次
第
、
受
付
を
終
了
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●
申
込
開
始
日

　

９
月
５
日(

月)

～

●
お
願
い

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
状
況

に
よ
っ
て
は
、
開
催
中
止
と
さ
せ
て

い
た
だ
く
可
能
性
が
あ
り
ま
す
こ
と

を
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

●
主

催

　

愛
知
県
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー

七
宝
病
院

●
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

愛
知
県
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー

七
宝
病
院

　

☎
０
５
２

－

４
４
３

－

７
９
０
０

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

　
（
土
曜
・
日
曜
お
よ
び
祝
日
を
除
く
）

●
講
演
テ
ー
マ

 (
仮)
認
知
症
の
正
し
い
理
解
と
対
応

～
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
認
知
症
の
諸

問
題
と
そ
の
影
響
～　

●
内

容

　

認
知
症
を
正
し
く
理
解
し
、
認
知
症

に
な
っ
て
も
希
望
を
も
っ
て
日
常
生

活
を
過
ご
せ
る
よ
う
、
コ
ロ
ナ
禍
に

お
け
る
認
知
症
の
諸
問
題
に
も
触
れ

な
が
ら
、
認
知
症
の
正
し
い
理
解
と

対
応
を
テ
ー
マ
に
専
門
医
が
講
演
し

ま
す
。

●
講

師

　

覚
前　

淳（
愛
知
県
認
知
症
疾
患
医

療
セ
ン
タ
ー
七
宝
病
院　

セ
ン
タ
ー

長
）

●
日

時

　

10
月
15
日(

土)

　

午
後
1
時
30
分
～
３
時

　
（
受
付
開
始　

午
後
1
時
）

●
会

場

　

七
宝
病
院　

管
理
棟　

会
議
室

　

あ
ま
市
七
宝
町
下
田
矢
倉
下
１
４
３ 

２
番
地

第
８
回　
認
知
症
講
演
会


